
別紙１ 

1 

 

八戸大野線運行業務委託 仕様書（案） 

 

１ 委託業務名 

八戸大野線運行業務 

 

２ 委託業務の目的 

本業務は、これまで岩手県北自動車㈱が運行していた大野線を、沿線４市町（八

戸市、階上町、軽米町、洋野町）で経費を負担し、交通事業者が運行業務をする形

で、自家用有償旅客運送を実施し、沿線自治体の住民の移動手段を確保することを

目的とする。 

 

３ 委託業務の内容 

 (1)運行の形態 

   ①適用法令 

    ・本業務は、道路運送法第 78 条 2 号に基づく「自家用有償旅客運送」として実

施する。 

   ②実施主体 

    ・八戸市 

     ※自家用有償旅客運送に係る国への申請手続きは、八戸市で行う。 

    ・受託者は、運行や運行管理業務を行う。 

(2)運行の内容 

①運行経路及びダイヤ 

・別紙イ「運行計画図（案）」及び別紙ロ「時刻表（案）」のとおりとする。た

だし、交通事情等により変更が必要な場合は、市と受託者協議の上、決定す

る。 

②対価（運賃） 

・対価（運賃）の収受を行う。 

※対価（運賃）は、令和８年２月に実施する八戸圏域地域公共交通活性化協議

会において決定するが、既存の路線バス運賃と同程度の予定。 

・八戸市高齢者・障がい者バス特別乗車証の所有者は、無料で乗車できること

とする。 

   ・対価（運賃）については、市の歳入として取り扱うため、受託者は適切に管理

し、市が決めた時期に市へ納入すること。 

(3)使用車両 

市が指定する車両を使用することとする。（費用等は別紙ハを参照） 

①車両規格 

・乗車定員 20～30 名程度のノンステップバス（日野ポンチョまたは同等クラ

ス）とする。※大型免許が必要。 

  ②装備 

・指定車両に、ドライブレコーダーを装備すること。（運賃箱（IC カード対応）、
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整理券発行機、行先表示器は装備されている。） 

③給油 

 ・給油については、原則、市の指定場所において行うこととするが、特段の事

情がある場合は、協議により決めることとする。 

  ※燃料費は、別紙二を参照のこと。 

④車両整備 

 ・車両整備は、車両を提供する事業者が行うため（費用は、車両借上料に含ま

れている）、受託者は、日常の清掃等のみを行うこと。 

 ・車両点検等で、指定の車両が一時的に使用できない場合は、車両提供事業者

が代理運行を行う。※費用は、別紙ハの車両借上料に含まれている 

 

(4)運行管理及び安全対策 

①運行管理者の配置 

・受託者は、道路運送法第 23 条に基づき、運行管理者を適正に選任・配置し、

点呼（対面・IT 点呼等）、アルコールチェック、健康状態の確認を厳格に実施

しなければならない。 

②運転者の教育 

・受託者は、運転者に対し、安全運転に関する指導及び接遇マナー向上に関す

る教育を定期的に実施しなければならない。特に、高齢者や障がい者への乗

降介助については十分な訓練を行うこと。 

③事故時の対応 

・事故が発生した場合は、直ちに法令に基づく措置を講じるとともに、市へ速や

かに報告すること。事故に係る損害賠償等は、受託者の責任と負担において処

理するものとする。 

(5)バス停の維持管理 

   ・通常のバス停の維持管理（清掃等）やダイヤ変更時等の掲載は受託者において

行うこと。 

・道路占用の手続きは市で行うものとする。 

(6)報告書の作成 

・受託者は、毎月の委託業務が終了したときは、翌月 15 日までに、市に対して月

例業務報告書を提出すること。 

４ 打合せ協議 

・業務を円滑かつ効果的に遂行するために、着手時１回、中間２回程度、市との協

議打合せを行う。 

 

５ 業務の履行期間 

・本業務の履行期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 
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別紙イ 運行計画図（案） 

 

 

 

  

Map data from OpenStreetMap 
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別紙ロ 時刻表（案） 

 

行内容 

運行本数 １日２往復 

ダイヤ  

 

 

 

運行日 平日のみ 

※土日祝は運行しない 

運行距離 39.2Ｋｍ 
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別紙ハ 車両等借上費用 

 

項目 金額 備考 

車両費 賃借料 2,293,000 円  

IC カード・バスロケ

導入費等 

 

外装費  

車両維持管理費 定期点検費用 665,000 円 3 ヶ月点検（労務

費含） 

タイヤ交換費用 12 ヶ月点検（労務

費含） 

油脂費  

クーラント（冷却水）  

保険料 自賠責保険 11,530 円  

施設賦課税 自動車税 33,000 円  

 自動車重量税 21,600 円  

一般管理経費  475,870 円  

費用総計  3,500,000 円  

消費税（10％）  350,000 円  

合計  3,850,000 円  

※使用車両は、市が指定する車両を使用すること。 

※任意保険（80,000 円/年を想定）は受託者が加入するため、この積算には含まれて

いない。 
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別紙二 燃料費 

  

 ・想定しているバス車両の燃費は、３～４㎞/Ｌを想定している。 

 ・39.2 ㎞×４便＝156.8 ㎞/日（実車走行距離） 

 ・軽油単価 145 円 

 ・運行日（平日のみ） 248 日 

 ・年間運行距離 248 日×156.8 ㎞＋2,000 ㎞（年間入出庫距離）≒40,900 ㎞ 

 ・40,900 ㎞÷3.5/Ｌ≒11,700Ｌ（年間使用量） 

 ・11,700Ｌ×145 円＝1,696,500 円  

 

  年間燃料費 1,696,500 円 


